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諸外国等における付加価値税率（標準税率及び食料品に対する適用税率）の比較

（2023年１月現在）
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（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

（注７）

（注８）

（出典）

上記は、原則的な取扱いを示したもので、代表的な品目に対する税率のみを記載しており、品目によっては税率が変わることに留意が必要。なお、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢による物価高騰に伴う措置として、
時限的に税率の引下げや軽減税率の対象品目の拡大等を実施している場合がある。

上記中、■が食料品に係る適用税率である。「0」と記載のある国は、食料品についてゼロ税率が適用される国である。「非」と記載のある国は、食料品が非課税対象となる国である。
なお、軽減税率・ゼロ税率の適用及び非課税対象とされる食料品の範囲は各国ごとに異なり、食料品によっては上記以外の取扱いとなる場合がある。

日本については、10％（標準税率）のうち2.2％、８％（軽減税率）のうち1.76％は地方消費税（地方税）である。

EC指令においては、従来、ゼロ税率及び５％未満の軽減税率を否定する考え方を採っていたが、令和４年４月の改正により、特定の品目についてゼロ税率及び５％未満の軽減税率が認められた。

デンマーク、ギリシャ、イタリア、チェコについては2022年７月時点の数字。キプロスについては2022年１月時点の数字。

カナダについては、①連邦税である財貨・サービス税のみ課されている州、②財貨・サービス税に加えて、州税としての付加価値税も課されている州、③連邦・州共通の税としての付加価値税が課されている州が存在。
なお、表中では③の類型であるオンタリオ州の税率を記載（連邦・州共通の付加価値税13％（うち州税８％））。

ポーランドにおいては、本則税率は22％、７％、５％の３段階であるが、財政状況に応じて税率を変更する旨の規定があり、現在は特例として23％、８％、５％の税率が適用されている。

米国では、連邦における付加価値税は存在しないが、地方税として、売買取引に対する小売売上税が存在する（例：ニューヨーク州及びニューヨーク市の合計 8.875％）。

OECD資料、欧州委員会及び各国政府ホームページ、IBFD等。
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⃝ 日本の標準税率は51ヵ国（OECD加盟国、EU、ASEAN+３（＋台湾））中、41位（下から６番目）。

⃝ 日本の標準税率（10％）は51ヵ国の平均税率17.6%を下回っている。

平均税率
17.6%

日本


